
 

横 浜 市 教 育 委 員 会 

定例会会議録 

 

 

 

  １ 日  時  平成 22 年９月７日（火）午前 10 時 00 分 

 

  ２ 場  所  教育委員会会議室 

 

  ３ 出席委員  今田委員長 小濵委員 中里委員 

          奥山委員 山田委員 

 

  ４ 欠席委員  野木委員 

 

  ５ 議事日程  別紙のとおり 

 

  ６ 議事次第  別紙のとおり
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教 育 委 員 会 定 例 会 議 事 日 程 

 

平成22年９月７日（火）午前10時00分 

 

１ 会議録の承認 

 

２ 教育長一般報告・その他報告事項 

 

３ 陳情審査 

  受理番号25 教科書採択に関する陳情 

 

４ 審議案件 

  教委第 21 号議案 横浜市教育委員会職員の勤務時間等に関する規程の一部改正につい

て 

  教委第 22 号議案 「横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模に関する基本方

針（仮称）」素案について 

  教委第 23 号議案 児童又は生徒に対する指導が不適切な教員に関する取扱規則の改正

について 

  教委第24号議案 「（仮称）横浜市教育振興基本計画」素案について 

  教委第25号議案 「平成21年度横浜市教育委員会点検・評価報告書」について 

 

５ その他 
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今田委員長 

 

 

 

 

 

各委員 

 

今田委員長 

 

 

 

山田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今田委員長 

 

 

 

漆間指導部長 

 

 

 

齊藤首席指導

主事 

 

 

 

～傍聴人入室～ 

 

それではただいまから、教育委員会定例会を開催いたします。 

本日は、野木委員がご欠席との連絡を受けております。 

始めに会議録の承認を行います。前回、平成22年８月24日定例会の会議録署名

者は、中里委員と奥山委員です。会議録につきましては、既にお手元に送付してご

ざいますが、字句の訂正を除き、承認してよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

それでは、承認いたします。なお、字句の訂正がございましたら後ほど事務局ま

でお伝えください。 

次に、議事日程に従い教育長から一般報告をお願いします。 

 

【教育長一般報告】 

 

１ 市会関係 

9/3 本会議（第１日目） 

・議案上程、質疑、付託 

 

それでは一般報告を行います。まず市会の関係ですけれども、先日９月３日、市

会第３回定例会の本会議が行われまして、議案28件、質疑、委員会付託等々が行

われたところでございます。 

 

２ 市教委関係 

（１） 主な会議等 

○ 8/26 横浜市立小学校水泳大会  

 

それから委員会の関係ですけれども８月26日、横浜市立小学校の水泳大会が開

催をされたところでございます。 

それから、その他でございますけれども、中学生向けの礼儀作法読本が今般刊行

されましたので、これは後ほど所管課のほうからご説明をさせていただきます。 

以上でございます。 

 

教育長の報告が終了しましたが、ご質問等ございましたら、どうぞ。 

なければ、今お話がありました「中学生のための礼儀・作法読本」について、所

管課から説明をお願いします。 

 

おはようございます。指導部長の漆間でございます。「中学生のための礼儀・作

法読本」を発行し、既に中学校に配布いたしました。詳細につきまして、指導企画

課首席指導主事齊藤よりご説明申し上げます。 

 

それでは、「中学生のための礼儀・作法読本」ですが、公共心や法、マナー、ル

ールを守る規範意識、礼儀を大切にする態度などを育てるためにということで、昨

年度から作成し、９月１日に発行することができました。 

現在、市立中学校、それから特別支援学校中学部の１年生全員に配布が終わって

おります。この本に関しましては、書店で販売の予定ですが、９月中旬には書店に

［開会時刻：午前10時00分］
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今田委員長 

 

中里委員 

 

齊藤首席指導

主事 

 

中里委員 

 

 

 

 

 

小濵委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齊藤首席指導

主事 

 

 

 

 

 

中里委員 

 

 

 

 

今田委員長 

 

 

 

並ぶ予定になっております。また、このような形で発行したことにより、子どもた

ちの意識の啓発、それから向上を図るとともに、家庭との共通理解を図ることによ

って、規範意識ですとか、礼儀を大切にする態度を育成していければと思っており

ます。以上です。 

 

説明が終わりました。何か質問ございましたら。 

 

中学生全員が手元に届くわけですよね。 

 

はい。もう既に学校には届いています。 

 

 

いかに継続して活用するか。それから日常の生活の中で常に指導が、これに基づ

いて行き届いていくかというあたりが非常にポイントになってくると思います。家

庭への啓発というのも非常に大事な要素です。昔であれば本当は家庭でされるよう

なところまでを学校でやらざるを得ないという現実があるわけです。各学校でいか

に運用、活用、継続していくかというところが大事な要素かなと感じております。

 

前教育委員の吉備カヨさんがしきりにおっしゃっていたことで記憶に残ってる

ことがあるのですが、小学校で授業を始めるときに日直の子が「きょうは何々の授

業を始めます」という表現をとるのはおかしいということをおっしゃっていまし

た。 

どうしておかしいかというと、授業を始めるのは先生であって児童生徒ではない

ということです。あの言葉は非常に違和感があるということをおっしゃっていまし

た。私もそれは共感する部分があます。それよりは学校の中で「起立、礼、着席」

という形を徹底させたほうがいいのではないかと個人的に思っております。今見ま

したら、それは書いてありますので、これを単に配って「あいさつというのはこう

いうものか」と各学生が思うだけではなくて、各学校できちんと実践される体制に

なっていくべきではないかなと、私は思っています。この本については、大変いい

ものを作っていただいたとは思っております。 

 

ご指摘のとおり、いかに学校が有効活用するかということは、やはり今後の課題

だと思っております。そこで、学校に対しては「中学生のための礼儀・作法読本」

を配布すると同時に、教員向けの啓発を含め、「中学生のための礼儀・作法読本活

用のために」という形で、教員向けの冊子も同時に配布させていただきました。 

これによって、さまざまな場面での活用をぜひ積極的にしていただければと思っ

ております。 

 

若い世代は自主性を尊重されながら育ってきていて、このあたりが欠けているケ

ースが多いので、そういう職員研修のときにも実践の中で是非活用していただけれ

ばと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

よろしいですか。それではほかにご発言、ご質問等がなければ、議事日程に従い、

陳情審査に移ります。 

受理番号25の陳情書について、所管課から説明をお願いします。 
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漆間指導部長 

 

 

齊藤指導主事

室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今田委員長 

 

 

 

各委員 

 

今田委員長 

 

 

 

 

髙橋総務課長 

 

 

 

今田委員長 

 

 

教科書採択に関する陳情、受理番号25番が届いております。陳情項目並びに考

え方につきまして、指導主事室長よりご説明申し上げます。 

 

指導主事室長の齊藤でございます。受理番号25番、「教科書採択に関する陳情」

でございます。青葉区の個人１名の方からの陳情でございます。 

陳情項目は４点ございます。まず１点目、「８月３日の小学校の教科書採択に関

する部分の教育委員会の議事を取り消し、小学校教科書の採択をやり直すこと」。

これに対します事務局の考え方でございます。平成23年度に市立学校で使用す

る教科書につきましては、関係法令や文部科学省、神奈川県教育委員会の通知や指

導及び平成22年度横浜市教科書採択の基本方針に基づき、横浜市教育委員会の権

限と責任において、平成22年８月３日の教育委員会定例会において適正・公正に

採択を行いました。 

２点目でございます。「その際、今後は学校採択にする方向にあることを考慮し

て、各区ごとの採択になるよう、くふうをすること」。 

これに対する考え方でございます。採択地区の変更については、平成21年６月

23 日開催の「横浜市教育委員会臨時会」で審議し、承認され、神奈川県教育委員

会に提出し、平成21年10月 15日開催の「神奈川県教育委員会定例会」にて平成

22年度から横浜市教科書採択地区が18採択地区から１採択地区に変わることが決

定しております。 

続いて３点目でございます。「教科書採択時の教育委員会会議は、横浜市教育文

化センターホールの壇上を会場として、傍聴者はホール内に入れるかぎりの市民に

公開すること。当然、教育委員はマイクを使用して発言すること」。 

これに対する考え方でございます。できるだけ多くの市民が審議内容を聞けるよ

う、傍聴の抽選に漏れた方に対し、教育文化ホールで音声をモニターできるよう対

応しております。 

続いて４点目でございます。「採決に際しては、無記名投票をしないこと」。 

これに対する考え方でございます。教育委員会会議規則に基づき、採決を行って

おります。以上でございます。 

 

所管課から説明が終了しましたが、何かご質問等ございましたらどうぞ。よろし

いですか。それではご質問等がなければ、受理番号25の陳情書については所管課

の考え方に沿った回答でよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

では了承いたします。なお、回答文については私と教育長に一任していただきた

いと思います。 

次に議事日程に従い、審議案件に移ります。審議に入る前に事務局に確認ですが、

何か報告事項がございますか。 

 

はい。ご報告申し上げます。次回の教育委員会臨時会でございますが、９月 28

日火曜日の午前10時から開催いたしますので、よろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

 

皆さん、よろしいでしょうか。それでは次回の教育委員会臨時会は９月28日火

曜日の午前10時から開催することとします。 

それでは審議に移ります。教育委員会第21号議案「横浜市教育委員会職員の勤
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小野職員課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今田委員長 

 

 

各委員 

 

今田委員長 

 

 

 

上田学校計画

課長 

 

 

 

 

 

 

 

務時間等に関する規程の一部改正」について、説明をお願いいたします。 

 

おはようございます。職員課長の小野でございます。よろしくお願いいたします。

それでは第21号議案の説明をさせていただきます。中央図書館長の勤務時間及び

勤務を要しない日を変更するため、横浜市教育委員会職員の勤務時間等に関する規

程の一部を改正したいので、提案するものでございます。 

お手元の資料４ページ目をおめくりください。新旧対照表になってございます。

左側が現行の勤務体制、右側が改正案ということになっておりまして、中央図書館

長はこの表の中央の部分、こちらに出ております。現行の勤務時間につきましては、

８時40分から３時55分まで６時間15分になっております。勤務日数につきまし

ては月曜から金曜日の週５日、休務日につきましては土曜日・日曜日の２日という

ことです。 

今後は８時40分から５時25分の勤務時間、７時間45分の労働時間としたいと

考えております。勤務日数につきましては月曜日から金曜日のうち週４日、休務日

につきましては土曜日・日曜日及び、月曜日から金曜日のうちの指定する１日とい

うことで変更したいということでございます。 

経緯ですけれども、昨年まで中央図書館長は嘱託員という位置づけがありまし

た。ところが今年の４月、再任用化を行った関係で、館長は正規の事務職という立

場となりました。従いましてこれまで担っていなかった市会の関係、例えば常任委

員会の出席や、関係区局との調整、図書館関連の会議につきまして、管理運営業務

への意思決定に深くかかわる必要が出てくるということで、５日に変えました。と

ころが、４月から今日まで大体６か月弱ですけれども、やはり業務量がかなり多い

ということで、本来勤務終了時間に業務が終了しないという状況がこれまで続いて

いるということでございます。 

従いまして、ここで勤務体制を見直すという形をとらせていただきたいというこ

とです。これまで指定されている勤務時間と実際の勤務実態が異なり、これが続い

ているということは、健康面も含めて労務管理上好ましくないので、今回見直しを

するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いをいたします。 

 

所管課からの説明は終了しました。ご質問等ございましたらどうぞ。 

特にご質問がなければ、議案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

それでは、原案のとおり承認いたします。 

次に教育委員会第22号議案「『横浜市立小・中学校の通学区域制度及び学校規模

に関する基本方針（仮称）』素案」について、説明をお願いいたします。 

 

学校計画課長の上田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

それではお手元の資料の１枚目の裏面をご覧いただければと思います。提案理由

を説明させていただきます。資料にありますとおり、「基本方針につきまして検討

委員会の提言を踏まえ、新たな基本方針の素案を作成するとともに、広く市民から

の意見又は提案を求め、有益な意見等を考慮して新たな新基本方針を策定するた

め、市民意見募集を実施する」こととしています。 

その次にございます冊子が今回の素案になります。かなりボリュームがあります

ので、素案の次についているＡ４の資料を使いまして素案についての中身を説明さ

せていただきます。 
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お手元の資料の中段に新基本方針策定スケジュールを記載させていただきまし

た。今月中旬から約１か月間市民意見募集を行い、11 月には教育委員会に意見募

集結果について報告をさせていただきたいと思います。その後、12 月には教育委

員会において新基本方針の策定をしていただき、策定された新基本方針につきまし

ては平成23年度から運用を開始したいと考えております。 

それでは、新基本方針の素案につきましてお手元のＡ３資料で概要を記載してい

ますので、この資料に基づいてご説明をさせていただきます。素案の内容につきま

してはご覧のように「第１章 現状」「第２章 課題」そしてそれらを踏まえた「第

３章 通学区域制度並びに規模及び配置の適正化方策」からなっています。 

それでは、この第３章について主なものを中心にご説明をさせていただきます。

１の「通学区域制度」の（２）「通学区域制度の基本的な考え方」ですが、青字で

記載しましたとおり、現行の住所によって就学すべき学校を指定する通学区域制度

を今後も基本といたしております。その下の青字の部分ですが、保護者等市民から

弾力化を望む声があり、通学区域の調整、通学区域の弾力化を進めていく必要があ

るといたしております。 

次に（３）「通学区域の設定にあたっての考え方」ですが、白枠の中に青字で記

載しましたとおり、通学区域を設定するにあたっては今年度から全市的に実施して

いる小中一貫教育を考慮することといたしております。 

次に（４）を飛ばしまして（５）をご覧いただければと思います。（５）「通学区

域の弾力化」ですが、白枠の中に青字で記載した学校選択制につきましては、保護

者や地域などの意見等を把握し、引き続き検討することといたしております。 

それでは資料の裏面のほうをご覧いただければと思います。２「学校規模と配置

の適正化」の（１）「適正な学校規模の考え方」ですが、黄色の枠の中に青字で記

載しているとおり、現行の基本方針で定義されていなかった中学校の９～11 学級

を準小規模校、小中学校の25～30学級を大規模校と今回明確に設定をさせていた

だいております。 

次に（２）「学校規模の適正化方策」です。黄色の枠の中に青字で記載したとお

り、従来小規模同士が近接する場合のみ、統合の対象地域としておりましたが、今

回の素案では対象地域を拡大し、資料にある②の小規模校と適正規模校が近接する

地域、③小学校または中学校が小規模校で近接しており、同一敷地内で小中併設校

の設置ができる地域。そして④準小規模校も含め、将来小規模化が予測される学校

も同様の対象地域としております。統合できる対象を拡大することにより今後小規

模校対策としての学校の統合を進めていければと思っています。 

次に（イ）「統合の方法」ですが、青字のところになりますが、学級数などの学

校施設の規模が不足する場合は、増築による施設拡充の対応も検討するとしており

ます。また原則として統合に伴う新設校の建設は行わないとしておりましたが、建

て替え時期が来ている施設については考慮することといたしております。 

資料の右側の黄色の枠の中をごらんいただければと思います。（エ）「再編統合

時の配慮事項」を５点ほど記載しましたが、主なものとして⑤をご覧いただければ

と思います。⑤で再編統合による通学区域が拡大し、適正な通学距離が保てない場

合は、通学支援策を検討するとしております。具体的には現行の原則徒歩通学から

公共交通機関を使用せざるを得ないようなケースに対して、行政の支援策を今後検

討するというものでございます。 

次に（ウ）「過大規模校・大規模校対策」ですけれども、青字で記載しましたと

おり、指定校以外の学校から就学を認めるなど、新たな適正方策を検討する必要が

あるといたしております。その下の黄色い枠の中をご覧いただければと思います。

分離新設を検討する条件として、現行の基本方針では31学級以上の過大規模校の
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状態が続く場合としておりますが、青字で記載しましたとおり、施設・教育内容・

児童生徒指導に支障がない場合はこの限りではないとしております。 

後になりましたがエの「新しい課題に対する方策」として、青字で記載しまし

たとおり、校舎の経過年数を踏まえ建替えを考慮した再編統合の推進等を進めると

いうことで記載をさせていただいています。 

以上、簡単ですけれども素案の概要についてご説明させていただきました。どう

ぞよろしくお願いします。 

 

所管課から説明が終了しました。ご質問等ございましたらどうぞ。 

 

今ご説明いただいたうちの２の「学校規模と配置の適正化」の黄色い枠の中の、

左ページで準小規模校と大規模校を新たに定義したということですが、大規模校は

何となくわかるのですが、準小規模校というのは、微細に定義しているわけですね。

８学級以下からその次の９ないし11学級といように、細かく規定したその根拠を

教えていただけないでしょうか。 

 

実はすべての学級数について何らかの定義をしたいというのも１つありますけ

れども、この準小規模校と定義をさせていただいたのは、今後、中学校であっても

生徒数はどんどん減っていくということが予想されますので、この位置にある学級

数ですと、今後は小規模校になる可能性が高いということで、小規模にいずれ移る

ということから準小規模校という形で定義をさせていただきました。 

 

１学年３クラスから４クラスという感じですね。 

こういうものを設定しておくことによるメリットはあるのでしょうか。余り細か

くするのもどうなのかなと思いますが、今必要とされてきているんですね。 

 

先々を見て対策は必要だと思います。というのは、中学校で９から11というこ

とは、９教科の免許の教員がそろわない可能性が含まれてくるので、対策は必要で

す。 

 

わかりました。教員がそろわないというのが、やはり大きな理由であり、そろわ

ない可能性があるということがわかりました。 

 

中里委員が今おっしゃったとおりですけれども、それにあわせて、実はその下の

黄色の枠の中の学校の統合の中で、これから小規模校対策としての再編統合を進め

る上で、④のところで「準小規模校も含め、将来小規模化が予測される学校も小規

模と同様に扱う」ということで、今回改めて準小規模校と位置づけをさせていただ

いたところです。 

 

非常に市民も関心が高いテーマだと思いますので、１カ月という期間はあると思

いますけれども、ぜひ広報に力を入れていただきたいというのが１つです。貴重な

意見を聞く機会だと思います。 

あと、今回の通学区域制度の部分と、それから学校規模の適正配置ということで、

大きく２つあると思いましたので、例えばアンケートをとる場合も、どちらの意見

なのかをチェックしていただいたりすると書きやすいのかなと感じました。ぜひ保

護者の方にうまく伝わるようにアンケートを実施していただきたいと思いました。

どうぞよろしくお願いいたします。 
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総論は基本の考え方で整理させてもらいますけれども、各論の段階になるといろ

いろとご意見、また自分の問題で捉えられると、それぞれ違ったお考えの方もいら

っしゃるようです。これを踏まえ、個々の具体的な学校等が名前が挙がった場合に

はその都度、地元の方等と学校とは協議をしていきたいと考えております。以上で

ございます。 

 

よろしゅうございますか。それでは、原案のとおり承認してよろしいでしょうか。

 

＜了 承＞ 

 

では、今後いろいろな取組をしていく方々の意見を参考にしながら、取組を進め

ていただきたいと思います。それでは原案のとおり承認いたします。 

次に第23号議案「児童又は生徒に対する指導が不適切な教員に関する取扱規程

の改正」について。説明をお願いいたします。 

 

おはようございます。教職員人事部長の伊藤でございます。よろしくお願いいた

します。 

それでは教委第23号議案「児童又は生徒に対する指導が不適切な教員に関する

取扱規則の改正」についてご説明申し上げます。教職員人事課長の重内のほうから

説明をお願いいたします。 

 

おはようございます。教職員人事課長重内でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

第23号議案でございます。１枚おめくりいただきまして２ページに提案理由が

ございます。４月からの方面別学校教育事務所の設置を機に、校長の負担を軽減し

制度の適切な運用を図るとともに、よりきめ細かな学校支援体制を推進することを

目的として、指導が不適切な教員の確認や認定などの手続きを方面別の学校教育事

務所長又は所管によって指導部長が行うこととするため、児童又は生徒に対する指

導が不適切な教員に関する取扱規則の全部を改正したいということでございます。

恐れ入りますが資料の６ページをご覧いただきたいと思います。新旧対照表にな

っております。左側が現行、右側が改正案でございます。規則改正の内容について

ご説明を差し上げます。 

まず第３条関係でございます。改正前は校長が指導が不適切な教員の事実の確認

を行い、必要に応じて事務局職員の派遣を要請することとしておりましたが、先ほ

ど改正の趣旨でご説明したとおり、この制度に関する校長の負担を軽減し、制度の

適切な運用を図るとともによりきめ細かな学校支援体制を推進するため、改正後は

事務局の職員、小中学校においては方面別学校教育事務所、特別支援学校あるいは

高等学校につきましては指導部が校長と連携をして事実の確認を行うこととして

おります。 

続きまして第４条でございます。趣旨は第３条と同様でございます。こちらにつ

きましては指導が不適切な教員の認定の手続きに関する条文でございますが、こち

らのほうも校長からこの教育事務所と指導部の申請に変更してございます。 

それから３点目でございますが、今回この規則改正を行うに当たりまして、少し

条文の整理をさせていただいております。根拠法令であります教育公務員特例法の

第25条の２でございますが、この構成に合わせて第５条から第７条の構成を、内

容は後からちょっと説明する部分以外は変えてございませんが、構成、並びを変更
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したというものがございます。 

それから第５条でございますが、これは指導改善研修の部分でございます。教育

公務員特例法の第25条の２の第２項において、この指導改善研修の期間は原則１

年とし、必要がある場合においては２年を超えない範囲で延長することができると

いう規定になっております。この規則の改正前につきましては、必要がある場合に

おいて２年を超えない範囲内で延長することができるという部分が要項にゆだね

られておりまして、規則で明確に定められておりませんでしたので、今回あわせて

明記をさせていただく形で改正をしたいと考えております。 

続きまして７ページになります。第７条につきましては指導が不適切な教員認定

審査会関係の規定をしてございましたが、この審査会の委員の構成等、運用に関す

る部分につきましては、今回の改正で、要項で規定することとさせていただきまし

た。旧７条につきましては教育長等の責務と支援という関係を規定しております

が、今回の規則改正により、これまで校長を事務局が支援するという体制になって

おりましたが、先ほど申し上げましたように、事務局が主体となってこの認定、事

実確認等を行ってまいりますので、この旧７条につきましては条文の内容を削除し

ております。 

後に旧の第９条から11条でございますが、この当該の条文につきましては教

育公務員特例法第25条の２の各項において、規則に規定することが義務づけられ

ているというものではないため、今回の改正で規則から削除し、要項で規定をする

ということに整理させていただいております。ただし旧の10条、これは意見の申

し出の機会の付与というものでございますが、これは文部科学省によりまして教育

公務員特例法の改正における留意事項として、本人からこの制度について意見を徴

収する機会を設けることについて、規則にこの規定を設けなさいということになっ

ておりますため、第25条の２には規定されておりませんが、この部分については

今までどおり変更はしないという形になっております。これが新しい条文でいいま

すと第８条ということになっております。 

改正につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

承認の前に確認ですが、提案理由でこの４条の部分のところが大きな改正のポイ

ントかなと思いますが、それ以外に今の説明でいくと、これを機に関連の改正に合

わせて規則改正とも聞き取れました。そうだとすると、提案理由の中にその辺のニ

ュアンスが盛り込まれているのか。どうでしょうか。 

 

提案理由につきましては、大きくは第３条の事実の確認、それから第４条の指導

が不適切な教員の認定にかかる手続きのところが提案理由でお示しをした部分で

ございます。それ以外につきましては、関係法令の改正ではなく、これを機会に少

し整理をさせていただいたということでございまして、申し訳ないのですが提案理

由のほうには今掲載はしていないという状態でございます。 

一応、 後のところに取扱規則の全部を改正したいので提案をするというように

させていただいておりますので、本来は一部改正のところ、全部改正という形で整

理をかけさせていただいき、そういう趣旨で提案理由を書かせていただきました。

 

今、委員長のおっしゃったことと関連するのですが、これは今日の審議で教育委

員会を通過させる予定なのですか。それとも継続審議ということもあり得るのでし

ょうか。 委員会の議事の進行次第ということですか。 
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教育委員会に私どもはお諮りしていますので、その結論については委員会のご判

断になるかと思います。 

 

いつまでと期限を事務局であらかじめ設定してることはないんですか。 

 

期限設定はしておりません。 

 

 

その上で少しお聞きしたいのですが、提案理由のところで「校長の負担を軽減し」

とあります。この校長の負担というものが具体的にどういうことなのか、「これま

でこういう負担が具体的にあった」などもう少し詳しく説明しておいたほうがいい

のではないかと思います。責任分担の部分が教育委員会事務局の職員へと移るわけ

です。そうすると、解釈の仕方によっては校長の頭越しにトップダウンで不適格職

員と決定するみたいに解釈されかねない危険があると思います。私はそうは思って

おりませんが。その点、いかがでしょうか。 

これは校長の負担を軽減というのが目的ですね。 

書いてありますから、よく見ればわかりますが、校長先生が学校教育事務所に申

告をするというような形をとり、そこで連携しながら綿密に相談した上で決定して

いくという、そういうプロセスであろうと思いますが、この提案理由だけを読ませ

ていただくと、誤解されかねないかなと思いますけど、その点、いかがでしょうか。

 

はい。説明させていただきます。第３条のところにも掲げさせていただいており

ますが、教育委員会事務局の職員、これは所管によって違うわけですが、校長と連

携して日ごろの授業の観察ですとか、あるいはほかの教職員からの報告、指導ぶり、

それから児童や保護者からの苦情などについて、総合的に相談をして判断をしなが

ら事実の確認をして、その上でまた連携をしながら確定していくということに手続

上はなってまいります。 

この制度が法制化してからも２年３年と経ってきたわけでございますが、校長先

生がまず観察をして、指導をして、周りの職員あるいは保護者や生徒からの話も聞

きということで、まず事務作業的にもかなりの負担があります。 

認定をするということになると、事務作業的にもかなりの負担になるという部分

が１つございます。 

もう一つは、この指導が不適切な教員の認定、そして研修を受けて、その後審査

をしていただいて復帰できるかということを決定していくわけですが、教職員の身

分にかかわる部分の決定ということが必ずついてくる研修ということになります

ので、不服申立ですとか訴訟ですとか、そういうことも想定をされます。 

 

それは不適格教員の指定を受けた人から、例えば訴えられるみたいなことです

か。 

 

そうですね。そういうことが十分に、具体的にあると想定されます。 

認定そのものは教育委員会でしていただくということにはもちろんなってござ

いますが、それまでの手続きが今まではすべて校長ということになりますので、校

長一人のご負担が大きくなるのではないか、教育委員会全体としては課題と感じて

おりましたので、今回調整をして、このような形で教育委員会事務局として 初の

手続きのところの責任をきちんと持っていこうという形にしました。 
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わかりましたが、単に「校長の負担」と書いたのでは抽象的ですので、やはり上

から決めつけるみたいな誤解を招きかねないかなと思いますので、その校長先生の

負担というのは「具体的にはこういうことがあるんだ」っていうようなことを、公

表するときには少し書いたほうがいいのではないかと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

 

おっしゃるようにここで「校長の負担を軽減」というのがいいかどうかは別にし

て、一般論としては提案理由というのはそれほど事細かに書きすぎないのが多いよ

うな気がします。 

 

提案理由は、今委員長がおっしゃられたみたいに、結構抽象度が高いのが一般的

には多いですね。今回の場合は、確かに校長の負担軽減ということが 初に出てま

すが、方面別の事務所を作って、委員会としてより学校の近いところで全面的に支

援をしていこうというのが考え方のベースにあります。指導が不適格な教員には学

校の事情、あるいは人間関係等々があり、校長先生の言うことも余り聞かない、中

にはそういう教師もいるわけです。実は校長先生としては不適格の申請をしたい

が、いろいろな校内事情あるいは人間関係等があり、なかなか難しい部分もあるの

で、調査の段階では教育事務所と校長が一緒に調査を行ったり、あるいは指導をし

たりということを行います。具体的にそれが不服申立や訴訟になるかは別にしまし

て、現実的な対応の中で難しい状況があるので、その部分について今回の方面別事

務所をつくり学校の支援という考え方のもとで、校長の一定の負担を軽減していこ

うという趣旨でございます。 

 

「校長の負担を軽減」というフレーズはないといけないのでしょうか。なくても、

制度の適切な運用、設置を機にということで読み取れるのではないでしょうか。む

しろ、何か校長の負担を軽減というと、せっかくの深い思いの部分が伝わらないの

ではないでしょうか。 

 

むしろ場合によっては、校長先生が深くかかわることになるというケースもある

わけですね。 

 

学校経営に携わってきた中で校長の負担軽減という角度では仕事はしてきませ

んでした。やはりそのフレーズは非常に気にかかる部分です。 

実は、子どもたちによりよい教育を提供するということには、誰も異論がないわ

けです。教育には信頼と信用が必要だということも当然のことなのですが、ほとん

どの多くの先生方は朝早くから夜遅くまで、土日昼夜を問わず、身を粉にしてやっ

てる方が圧倒的多数なのですが、現実はごくわずかですが、昨年だけでも例えば不

祥事で随分たくさん処分したり、あるいは各学校で研修会を開いたり、指導主事が

来て指導するような事態もありました。 

それから昨年の市議会の常任委員会でも、市議会の先生から指導力、実態はどう

なんだという質問もありました。各学校に訪問しますと、開口一番、そういう教員

の話を、ほんとに困り果てて話をされる校長先生もおります。 

例えば担任が持てない。授業ができない、あるいは成立しない。それからコミュ

ニケーションがとれないと、大きく３つにわけられますが、ほとんどのケースが全

部抱えています。１つならば、カバーしながら何とか育成をすることは可能ですけ

れども、２つ３つ重なっていた場合には、本当に大変です。それを４つの方面別の

教育事務所の中できめ細かく、育成という視点も含めながら大局的な視点でやって

12 



 

 

 

 

 

 

 

奥山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤教職員部

長 

 

 

 

 

 

 

 

小濵委員 

 

 

 

 

 

伊藤教職員部

長 

 

 

 

 

山田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

いただくというのは、私はすごくありがたい方法だと思います。その中で今まで事

務局としてつかめなかった実態もたくさんあるので、その実態をつかみながら、ま

た新たな方策が出てくるのではないかと思います。そこが切り開かれなければ、根

本的な解決にならないと思いますので、ぜひ大局的な形で全体を把握していただい

た中で、支援という形で新たな方策を、ぜひ生み出していってほしいと思います。

実態は数としては相当いるはずです。 

 

多分、小濱委員の感じたことと少し近いのかもしれませんが、やはり第３条のと

ころです。 初、旧のほうは「校長は」から始まり、今度の改正案については、「職

員は」ということで、このあたりが校長と連携してとなり、やはり現場から出てき

たところに職員が連携して進めていくということなのかなと思いますと、このあた

りが文章としてどうなのかと気になりました。 

やはり、これは職員側が前面に出ていくというように読み取れなくもないので、

少し現場から上がってきたことに対してサポートするというような形のほうが、む

しろいいのではないかと、感じとして思っただけです。多分、法律的な用語等々あ

るのだと思うのですけれども、少し印象だけ述べさせていただきました。 

 

今回の規則と、あと実際の事務的なものについては事務取扱要綱的なものを、こ

れから制定をしていきますが、今、先生がおっしゃったような指摘の部分について

は、規則で盛り込むよりも、実際の事務運営上の中で取り扱います。 

非常に細かい話になりますので、規則に盛り込みますと条文自体が非常に膨大に

なりますし、量も膨大になり、一部変わると規則改正が必要になるなど事務的な煩

雑もありますので、基本的には事務的な部分と基本的な大綱部分に分けさせていた

だいて、今回大綱的なものについては表現的なものを加えまして、こういう規則と

いうことで設けさせていただいたというのが１つの理由になっております。 

 

その点はよくわかりました。条文の文言はあまり複雑にしないほうがいいという

のは、そのとおりです。それに並行して、今おっしゃっていただいた事務上の取扱

の文章がやはりいるかなと思います。それをできれば作成していただけると、こう

いう感じで進めますよということで、委員各位の中でも共通了解が得られるよう

な、それが必要かなという気がします。 

 

事務取扱の要綱については、細則的なものは決めようと思っておりますので、今

回の規則の第９条の委任のほうでも、「必要な事項については教育長が別に定め

る」というようなのが第９条に書いてございますので、こちらのほうで実際の運用

や取り扱いについて、詳細な細則的なものは制定をしていくという予定をしてござ

います。 

 

もともとこの制度を発足させたときに、非常に細かい膨大な量の資料を作り、実

際に認定の審査会にかけますので、ある一定の期間、非常に詳細なデータを添付し

てやっていましたが、非常に学校は困っているけど校長がなかなかそこまで調べて

認定できないというような、現実的にはそういう事情も当初ありました。 

そういうことも踏まえ、ただ実際には学校の現場で子どもが一番被害を受けてい

るわけですから、そういうことをまず話さなくてはいけないですし、ほかの教員が

すべてそれをカバーしなくてはいけない。当然管理職も一緒になってカバーしてい

くという事情がありまして、そのような事務的な煩瑣な部分については、校長も、

それを言ってくれれば一番いいんですけど、なかなかできない状況がある中で、事
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務局が相当の部分を校長と一緒になって実際に困っている学校現場を支援してい

こうということで、この趣旨の提案理由にさせてもらい、条文もそのような形にな

っています。 

ですから学校の意向や考え方を全く無視するということではなく、ある意味そこ

が前提になっています。ただ、事務的にはそこを事務局が行います。という形で整

理をさせていただいたということです。 

 

共同体制をつくっていこうということですね。 

 

改正の主体が４条ですか。それに合わせて法改正の条文の部分と合わせて今回改

正しようとする認定審査会なども、前には５条にあったものが条文が７条へなど、

随分大きな改正みたいに書き方の上でなっていますね。現行と改正案を比較すると

大きな改正に見えますが、基本的には今教育長から話がありましたように、この事

務所設置を機に、学校現場をサポートしていくという、すぐに校長の負担軽減にな

るかは別にして、趣旨とするところは思いの部分があるということですか。 

それでは、原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

では、原案のとおり承認いたします。ありがとうございました。 

次に第24号議案、「（仮称）横浜市教育振興基本計画」素案について、説明をお

願いします。 

 

教育施策推進室、池尻でございます。よろしくお願いいたします。 

教委第24号議案「（仮称）横浜市教育振興基本計画」素案についてでございます。

１枚おめくりいただきまして、２ページをご覧ください。提案理由でございます。

教育基本法第17条第２項に規定された「教育の振興のための施策に関する基本的

な計画」として、「（仮称）横浜市教育振興基本計画」を策定するため、同素案を別

紙のとおり作成することについて提案をさせていただきます。それでは別冊になっ

ております冊子をご覧ください。これまでも教育委員のご意見を伺ってまいりまし

た。本日ご審議をいただくものでございます。 

１枚おめくりいただきまして目次ですが、４つの章と資料編から成っておりま

す。内容が大部でございますので、本日３回に分けてご説明をさせていただきます。

１回目は、第1章と第2章、2回目は、第3章の１、3回目は第3章の2から 後

までをご説明いたします。 

それでは「第１章 横浜市教育振興基本計画」についてです。１枚おめくりいた

だきたいと思います。「１ 「横浜教育ビジョン」の策定」ですが、平成18年10

月におおむね10年を展望して横浜の教育の目指すべき姿を描いた横浜教育ビジョ

ンを作成しております。 

「２「横浜市教育振興基本計画」の策定」ですが、この教育ビジョンの実現に向

けまして平成19年１月には「横浜教育ビジョン推進プログラム」を策定し、平成

18年度から平成22年度までに取り組むべき教育施策をまとめております。国にお

きましては「教育基本法」を受けまして平成20年７月に「教育振興基本計画」を

作成しております。同法第17条第２項において、地方公共団体は国の計画を参酌

し、実情に応じ、教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努め

なければならないとされました。 

「横浜市教育振興基本計画」は、同項の規定に基づきまして平成22年度から平
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成 26年度までの５か年の教育の振興のための基本計画として定めるものです。こ

のことを明らかにするために、計画の名称を「横浜市教育振興基本計画」としたい

と考えております。 

また平成22年度は「推進プログラム」の 終年度にあたりますため、この６月

にその達成状況についての検証を行い公表しております。この検証結果も生かし

て、計画を作成してまいります。 

また、その下の図にございますように、「横浜市中期４か年計画」と連動を図り

ながら計画を作成してまいります。 

「第２章 横浜が目指すこれからの教育」です。１枚おめくりいただきまして４

ページをご覧ください。１の「「（１）「横浜教育ビジョン」に掲げる教育の使命」

につきましては、「横浜教育ビジョン」に記載のとおりでございまして、確かな学

力と豊かな心、健やかな体を育むことで人格の完成を目指し、社会を担う者として

の資質を身に付けた「市民」の育成、先人が築き上げたものを大切にしつつ、新た

な挑戦をしていく姿勢、自らが幸せに生きるとともに、他者の幸せにも寄与しよう

とする姿勢を育むことを教育の使命としております。 

「（２）横浜が目指す「人づくり」」では、教育の果たすべき責務は「人づくり」

ということで、５ページの上ですが横浜では記載のような３つの力を育み、未来を

担う「市民」の育成を目指してまいります。 

その下ですが、そのために学校・家庭・地域が連携しまして、３つの基本「知」

「徳」「体」の調和がとれ、２つの横浜らしさ「公」「開」を身に付けた“横浜の子

ども”を育んでまいります。 

“横浜の子ども”の記載につきましては、４ページの上に記載しました教育の使

命を踏まえまして、「知」確かな学力、「徳」豊かな心、「体」健やかな体、そして

「公」公共心と社会参画意識、「開」国際社会に貢献する開かれた心として整理を

しております。 

１枚おめくりいただきまして６ページをご覧ください。「５つの目標」でござい

ます。「横浜教育ビジョン」も５つの目標を掲げておりましたが、この理念に基づ

きまして、この間の取組状況や国の「教育振興基本計画」などを踏まえ目標を整理

するとともに、一部表現を改めまして次の５つとしたいと考えております。 

目標１は、「「知」「徳」「体」「公」「開」で示す“横浜の子ども”を育みます」目

標２は、「誇りや使命感に満ちた信頼される教職員を確保・育成します」というこ

とで、教職員に関する目標でございます。目標３は、「学校の組織力を高め、信頼

される学校を目指します」ということで、組織としての学校の目標でございます。

目標４は、「家庭・地域・学校が連携し、子どもの成長を支え合います」というこ

とで、家庭・地域・学校の連携の目標でございます。 

また、国の計画も踏まえ、新たに目標５といたしまして、「子どもの教育環境を

整備するとともに、市民の学習活動を支援します」を入れております。さらに取組

姿勢といたしまして、「教育行政は“現場主義”で保護者・市民の期待に応えます」

という整理をしております。そして５つの目標のうち、目標１を 終的な目標とし

て「知」「徳」「体」「公」「開」で示す“横浜の子ども”を育むために、この計画全

体を推進していくという整理をしております。 

まず１回目の説明はここまででございます。よろしくお願いします。 

 

では、これまでの間でご質問等ございましたらどうぞ。 

それでは、私のほうから１つ。教育基本法の改正で第17条の国の「教育振興基

本計画」、この国の計画との整合性はこういう部分で図ってますよというのは、こ

れから説明していくときには、そのことも意識の中にいれて、また明記しておいた
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ほうがいいですよ。 

 

目標５のところですが、生涯学習の理念というのは大変大事だと思うのですが、

ここに具体的にそれぞれの施設名が入っているのですけれども、多分、地域にもっ

とたくさんの生涯学習のよりどころになる拠点はあると思いますので、少なくとも

「等」を入れるほうがいいかなと思いました。 

 

ありがとうございます。修正いたします。 

 

 

また気がついたら元へ戻ってもらうということで、次に進んでいただきましょ

う。 

 

それでは「第３章 今後５か年で重点的に取り組む施策」についてでございます。

まず10ページ・11ページをお開きいただきたいと思います。先ほどの５つの目標

に従いまして、14の重点施策について整理をしております。ここはそれが一覧で

きるページでございます。 

12ページをお開きください。ここからが14の重点施策ですが、まずこの重点施

策の構成ですが、 初に「施策の方針」として、この施策をどのような方針で進め

ていくかについて記載がございます。その次に「現状と課題」ということで、でき

る限りデータも盛り込みながら、また「推進プログラム」の検証結果なども反映し

まして、現状と課題を簡潔に記載しております。 

その後、「重点取組」として重点的に進めていく取組について記載がございます。

本日は全体が非常に大部でございますので、この重点取組の中での主な取組につい

てご説明をさせていただきます。 

13ページをご覧ください。１の（１） 初の文章でございます。小中学校では

「横浜版学習指導要領」に基づいて、９年間を見通したカリキュラムを編成してま

いります。また３つ目の段落ですが、小中一貫教育推進ブロックごとに合同授業研

究会を行いまして、授業力の向上を目指してまいります。 

14ページをお開きください。２の（２）です。２つ目の段落ですが、環境教育

実践推進校での取組成果を全市に向けて発信し、環境教育を進めてまいります。ま

た２つ目の段落（３）ですが、中学校では職場体験や外部人材による職業講話など

の職業体験プログラムを全校で実施してまいります。 

続きまして「重点施策２ 確かな学力の向上」でございます。17ページをお開

きください。１の（１）です。各学校が「学力向上アクションプラン」を策定しま

して、基礎的・基本的な知識・技能の定着と活用に向けた学校全体の取組を継続的

に行ってまいります。また、その下の（２）では、２行目ですが授業力向上研究推

進校の成果を発信し、全市的に共有してまいります。（３）では２行目ですが「は

まっ子学習ドリル」を平成22年度に作成しますとともに、その成果を測定できる

「はまっ子学習検定システム」を平成23年度までに構築し、活用を進めてまいり

ます。 

18ページをお開きください。４ですが、上から４行目、教員のＩＣＴ指導力を

高めるための研修の充実を図ってまいります。 

「重点施策３ 豊かな心の育成」でございます。20ページをお開きください。

１でございますが、上から２行目、「「豊かな心の育成」推進プログラム（仮称）」

を平成23年度に作成しまして、これに基づき子どもの豊かな心を育成するための

施策の検討や取組を進めてまいります。 
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また、３ですが上から３行目、学校では人権教育の全体計画に基づく取組を推進

してまいります。 

21ページをご覧ください。４の（１）、２段落目でございます。子どもに関する

諸課題の対応への校内の中心的役割と地域連携を進める対外的な窓口を担う児童

支援専任教諭を全小学校へ配置してまいります。 

１枚おめくりいただきまして22ページ、ここは不登校児童生徒への支援のとこ

ろでございます。22ページ上から３行目ですが、小中学校では「登校支援アプロ

ーチプラン（仮称）」を作成しまして、自校の状況に応じた取組を進めてまいりま

す。 

続きまして「重点施策４ 健やかな体の育成」でございます。24ページをお開

きください。１の（１）下から３行目でございます。各校の特色を生かした「体力

向上１校１実践運動（仮称）」を展開しまして、子どもの体力向上を図ってまいり

ます。また大きな２、 初の行ですが「横浜市食育推進計画」、９月に作成します

もの、あるいは「食教育推進計画」、今年度改訂予定に基づきまして、学校におけ

る食育を推進してまいります。 

続きまして「重点施策５ 特別なニーズに対応した教育の推進」でございます。

26ページをお開きください。１の（１） 初の行でございます。特別な支援を必

要とする児童生徒の個別の教育支援計画、個別の指導計画を作成し、全職員が共通

理解のもとに指導にあたってまいります。また同じページの（３）の 初の行です

が新治特別支援学校を旭区若葉台地区に移転整備をしてまいります。 

27ページ大きな２でございます。２行目ですが、日本語指導の方法や転入時の

保護者対応の方法、「学校用語対訳集」などで構成された受け入れマニュアルを作

成してまいります。またその下の枠囲みですが、関連施策の２つ目としまして、各

区において取り組んでいる事例などを紹介しております。 

１枚おめくりいただきまして、「重点施策６ 魅力ある高校教育の推進」でござ

います。29ページ１の（１）ですが、南高校に併設型の中高一貫教育校を設置い

たします。また（２）市立高校にスポーツや芸術などの専門コースを設置してまい

ります。また（４）横浜総合高校を県立大岡高校跡地に移転しまして、併せて教育

内容を見直してまいります。 

２の（１）ですが、横浜市立大学をはじめとする大学との教育連携を進めてまい

ります。また（２）ですが、キャリア教育カリキュラムを作成しまして、キャリア

教育を進めてまいります。 

31ページからは「重点施策７ 優れた人材の確保」でございます。１枚おめく

りいただきまして32ページをご覧ください。「（３）よこはま教師塾」でございま

すが、３行目にございますように、これまでの取組を検証し充実を図ってまいりま

す。また（４）ですが、１行目にございますように、大学１年生から３年生を対象

にしました教員採用説明会の実施など、採用における取組を充実してまいります。

33ページ、重点施策８は「教師力の向上」でございます。34ページ１の（２）

にございますように、経験の浅い教員の育成・支援を図るとともに、（３）にござ

いますように４方面に設置しました授業改善支援センターの利用促進を図ってま

いります。 

また35ページの２ですが、上から２行目、学校への出張カウンセリングを実施

してまいります。 

説明が長くなって恐縮ですが、36ページ、重点施策９は「学校の組織力の向上」

でございます。37ページの２ですが、２段落目、先ほどご説明しました児童支援

専任教諭を配置するとともに、小中学校をサポートするための非常勤講師の配置や

アシスタントティーチャーの派遣などを引き続き行ってまいります。 
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38ページ、「重点施策10 適確・迅速・きめ細かな学校支援」でございます。39

ページにございますように「（１）教育活動の支援」、「（２）人材育成」、「（３）学

校事務支援」、「（４）地域連携の推進」など、学校教育事務所設置の目的に従いま

して、きめ細かに学校支援を行ってまいります。 

40ページ、「重点施策11 家庭教育への支援」でございます。41ページの１、

２行目からですが、家庭学習の参考となる「はまっ子学習応援ＢＯＯＫ」を作成し

まして新入生の保護者に配布するとともに、学校は家庭学習の習慣化を働きかけて

まいります。また、さまざまな機会をとらえまして家庭における基本的な生活習慣

の確立などを働きかけてまいります。 

42ページ、「重点施策12 地域と学校との連携」でございます。43ページの１

ですが上から２行目、学校運営協議会の設置を推進してまいります。またその下で

すが、学校と地域のパイプ役を担う地域コーディネーターの養成を行ってまいりま

す。 

44ページ、「重点施策13 教育環境の整備」でございます。45ページの１の（１）

ですが、学校施設につきましては耐震対策を着実に実施しますとともに、平成23

年度を予定していますが、「学校施設長寿化計画（仮称）」を作成して、計画的な整

備と保全に取り組んでまいります。 

46ページ、重点施策14、 後の重点施策でございます。「市民の学習活動の支援」

ですが、47ページの１にございますように、 初の行ですが、平成22年度に「横

浜市立図書館アクションプラン（仮称）」を策定し、市民の学習活動を支援すると

ともに、家庭、地域や学校での子どもの読書活動の支援など、図書サービスの充実

を図ってまいります。 

主な取組についての説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

それでは、今までのところでご質問ございますか。 

 

38ページ、39ページの学校教育事務所に関連することですけれども、４月から

スタートしまして、校長先生や副校長先生と話す機会の中で、支援というところで

非常に好評な印象を受けております。ただ学校で起こる事柄は、種々雑多なことが

起きて、本当に支援を必要とするケースがたくさんあります。ぜひ教育のプロ集団

として適切な支援をしていただければ、本当に学校は助かると思います。 

あと環境の部分、学校環境、44、45ページあたりですね。なかなか学校の教育

環境、日本はよくなくて、例えば体育館はものすごく寒いです。体育館は体育のた

めだけ使うものではなくて、集会とか儀式にも使われますが、あそこに床暖房があ

ればと常々思います。教室も冷房のない学校がほとんどです。一部騒音等で冷房を

入れている学校もありますが、民間の力も借りながらというところも必要なのでし

ょうが、地球環境の変化に対応できるような形、今年のようなものすごい猛暑など

は本当に学校の教室の中ではどういうふうに過ごせているのかなというのが非常

に心配になります。 

 

学校教育事務所はまだ発足して半年しか経ってないものですから、これからが正

念場だと思っています。この横浜市教育振興基本計画は今度の市議会で報告させて

いただければと思っています。 

確かに体育館、卒業式のシーズン等は寒いですね。ただ、あのような大きな施設

をやるのは、非常に難しいのです。今年の夏の110何年ぶりという気象台始まって

以来の猛暑の記録づくめの年は、これから続いて欲しくはないんですけれども、今

の温暖化の状況からいうと非常に危険な状況です。今年、私も２～３校、非常に暑
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い中見て回りましたが、ちょっと半端じゃないですね。 

１階と３階、４階では少し温度が、当然上のほうに行けば高くなります。しかも

小学校は転落防止の意味も含めて窓の開閉を15センチぐらいに絞ってますので、

風も通らないというような状況も多々あります。いろいろな地域だとか学校のロケ

ーションによって少し違う部分はありますが、どちらにしても夏の状況を１回調べ

て、今年では、例えば隣の川崎市さんあたりでは、ほとんど冷房あるいは空調が入

っているという状況もありますので、今年の状況を踏まえた上で、横浜の小中学校、

およそ500校の空調あるいは冷房について調査をして考えてみたいと思います。た

だ、一度にやれば200～300億円がかかりますので、そのあたりも踏まえて何がで

きるかは少し考えてみたいと思っています。 

 

45ページのところ、今さっき中里先生がおっしゃったこの「より良い教育環境

の整備」、ここはこの夏を想定したような何かわかりやすい言い方を工夫していか

ないと、素案で外へ出ていったときに、これはやはり環境の整備という中で、一番

今大事な部分に触れてないのではないかと思います。予算の問題があるから簡単に

は言えないでしょうが、市長部局のほうとよく相談をしてください。 

 

ここに芝生化やグリーンカーテンみたいなものもいろいろありますが、基本的に

は今年の暑さの状況を考えると、設備という意味で何らかの対応をしないと、大変

かなとは思っています。 

今田委員長が言われたようなことについては、表現等も含めて少し検討させてく

ださい。 

 

これからの５年を見据えていくということで、まだはっきり決まっていないとこ

ろも含めて、将来展望を入れていくということはとても大事なプランになってくる

と思います。やはり25ページから26、27あたりですね、特別なニーズが、支援を

必要とする児童生徒が増えているという状況の中で、このあたりをどのように推進

していくかということは、非常にこの５年で大事ではないかと思います。 

また、外国につながるお子さんたちも増えていく中で、ここにも盛り込んでいた

だいていますけれども、今後の５年に向けて、将来に向けて考えていかなければい

けないことをきちんと盛り込んでいただいているなと思いました。 

あと、小中連携ということを大分打ち出してくださっていますが、まだ保護者の

ほうで自分のブロックがどういう小中連携かとなかなか身近に感じられない中で、

そのあたりがもう少し見えてくるような５年になるといいなと思いました。 

また、施設整備ところ、各委員の皆様からご意見も出たと思うのですが、公立校

ではありますが、やはり各学校によって基本的なインフラがきちんと揃っているの

かということや、耐震やプールやトイレ、いろいろやらなくてはいけないことがた

くさんある中で、少し将来展望が見えてくると、順番もあると思いますが、安心感

があるのかなと読ませていただいて、感じたところです。以上です。 

 

14ページの大きな２の（３）です。上から４行目の職場体験の話ですけれども、

私、これ非常に関心を持っておりまして、職場体験させるということは非常にいい

ことだと考えているのですが、その場合、例えば少額でもいいから報酬を、まあア

ルバイトみたいな形ですよね。与えるということは考えられてないですか。教育上、

それは議論になるところだと思いますが。報酬を与えるということが果たして望ま

しいのか、望ましくないのか。私は望ましいと思っています。働いたという体験を

することによって、自分が社会に労働力を提供し、見返りが来たということで、「あ
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あ、働くっていうのはこういうことなんだな」ということが実感ができると。それ

がやがて社会人として育っていくための一種の人格形成の準備の意味を持つので

はないかというふうに、前から私は思っていました。昔、何とか審議会で勤労奉仕

みたいなのが出たことがありますが、私は無償はちょっと反対なんです。その辺の

こと、いかがですか。 

 

指導部長、関連法規との絡みで何か、個々の職場体験で報酬をもらうことが良し

とされているのか。あるいは個々人はだめだけど学校ならいいというようなことに

なっているのか。その辺は何かありますか。 

 

実は、今小濱委員がおっしゃったような考えを持ってらっしゃる方がいらっしゃ

います。金銭教育などで、お金を使う事を学ぶ案もありますが、私は学校教育法上

などでお金を取ることについて詳しくありませんが、報酬をもらってキャリア教育

を行っているということは、私が知る限りでは横浜ではやっていません。県内でも

やってないかなと思います。全国的にもそのような例はないのではないかなと認識

しております。 

 

ですから、これまでなくても、横浜で率先して、例えば実験的にやってみること

も考えてもいいのではないかなと思っています。例えば時給200円とか、300円と

か、そういうお小遣いみたいな感じで実施してはどうでしょう。 

 

まだまだキャリア教育の期間も、１日とか多くても２日のレベルです。どちらか

といいますと地域の方が面倒を見ているというような雰囲気でございます。 

そうではなくて、子どもたちが地域に貢献すると、ギブアンドテイク、子どもた

ちも地域のために活躍してくれてるねという部分まで、質を高めていくほうがまず

先かなと思います。 

私もお金を大事に使っていく、お金を得るということは、大切なことですので、

そういうことをきちっと身につけさせていくことは大事だと思いますけれども、そ

の前に、先ほど話しましたような形で、もう少し量とか中身を高めて、それを全校

に広げていくような形が先かなと思います。 

 

それでもう一つ考えられるのは、そこでのキャリア体験というものを、これから

進路を決定していくための一種の履歴として記録される。それはよく働いた子たち

にとっては有利なもので出てくるわけですよね。そういうことも考えてもいいので

はないかなと思っています。 

 

ある中学で聞いた時には、まず職場体験をさせてもらうこと、そういうお店を見

つけること、事業所を見つけることがものすごく大変だそうです。 

ある中学は、企業の後押しもありかなり長期的に職業体験をしているところもご

くまれにはありますが、一般論とすると、このキャリア教育とまでいかないけれど

も、体験をするには、先生は頼みに行くのにいろいろ苦労があるというのが実態と

いうようなことを聞きましたね。 

柳下先生、その辺は何かご経験上ありますか。 

 

今お話があったように、学校が地域の状況によっては探すのは大変だと聞きま

す。横浜駅周辺ですと事業所がたくさんございますけども、ある場所にいきますと

そういう事業所がなく、かなり遠くまで出かけて行っています。 
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しかし、子どもたちの話を保護者から聞きますと、今日どこどこの喫茶店に行っ

てうちの子どもが働いてきて、とてもいい勉強になった。接客や人と関わることは

こういう事だと学んできた。という話を聞いておりますので、今おっしゃったよう

に、このキャリア教育というのは、まずは地域の方にお願いして助けてもらってい

るのですけれども、ゆくゆくはこちらからもやはり貢献していくような、そういう

ものを培わなくてはいけないのかなと思っております。 

 

27ページ、日本語指導が必要な児童生徒への支援の部分なのですが、大変わか

りやすく区の応援体制も書かれているのですが、これからはますます、様々な外国

籍、あるいは外国につながる児童生徒が増えると思います。３割を超す生徒が在籍

している中学校もあります。そこの様々なご苦労の話を伺いますと、学校対応だけ

ではとてもできない話かなというところは感じました。もちろん区でも取り組んで

いますけれども、学校教育を順調に受けるためではなく、そのベースにあるのは、

日本での生活を順調に送るための支援というのは市の行政レベルで必要なものだ

と思っています。 

「横浜市中期４か年計画」は、今策定している 中ですが、そのあたりとのすり

合わせというのはもちろんあるわけですね。市はどのように考えておられるのでし

ょうか。 

 

「横浜市中期４か年計画」は、素案が既に公表されておりますけれども、その中

の施策の20としまして「国際交流・多文化共生の推進」という施策が掲げられて

います。目標としまして、多様な文化を持つ人々がお互いの文化を尊重しながら共

に暮らしやすく活動しやすいまちづくりを進めていくということで、さまざまな取

組を進めていきます。「横浜市中期４か年計画」は大きな達成指標を掲げまして、

それを達成するための事業は、事業例という形で、主な事業が全市的にも５つしか

上がっていません。在住外国人のうち現在の暮らしに満足している人の割合を高め

るという大きな目標に従いまして、５つの主な事業を掲げております。 

その５つ目としまして、生活に密着した課題への対応ということで、さまざまな

場面における通訳ボランティアの派遣や、身近な区役所や国際交流ラウンジで多言

語での窓口対応、それから地域参加を促進する取組を進める。また５言語による多

言語ホームページの構築などを進めているということが主な事業として掲げられ

ております。 

 

国際都市横浜で考えたときに、スタートラインで順調な生活が送れるように、順

調な学校生活が送れるように支援が必要です。そして双方向に得るものがあるよう

な形で、せっかくの外国の文化をどのように横浜が取り入れて活用していくか、活

かしていくかというところが、学校も含めまして、ベクトルの向きを同じにしてい

く必要があります。こちらから出すだけではなくて、向こうの力を活用するような、

今はまだそこまでいっていないかと思います。双方向に得るものがあり、力を活用

できるように是非なってほしいと思います。 

 

国際化や異文化、外国人の方の問題というのは、恐らくこれから横浜の大きな課

題の１つになっていくと思います。この前も申し上げましたけれども、中区の人口

の１割はもう外国の方だそうです。そういうことで、一定以上の生活水準、知識と

か学力とかを含めて、その方々との交流の場は、ある意味定着してきているのだと

思います。日本語がわからない、日本に来て、例えばごみの出し方１つわからない、

どういう生活をすればいいのかもわからない、という方がお子さんをお連れになる
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ことの受け入れ、あるいは交流のあり方は、本当にこれから全市あげて何らかの仕

組みなりを構築していかないといけないと思います。その場その場での対応のレベ

ルではなく、教育の問題だけでも片づかないですし、福祉の問題だけでも片づかな

いですから、トータルの問題としてこれから非常に大きな課題になってくるかとい

うことです。現実のところは、トータルの仕組みとして、システムとしてまだでき

ていないと言ってもおかしくありません。 

 

本当に奥の深いたくさんの課題があり、親子で日本に来た時に、子どもが日本語

を覚えて親御さんがなかなかそれに追いついていけなくなったときに、今度親子の

コミュニケーションがとれない。子どもは母語を忘れていってしまうので、今度は

親子で我が国に戻ったときに、言葉が向こうの国でも通じなくなってくる。実態は

非常に複雑な要素が絡んでいます。是非、現実の目の前の課題解決で精一杯なこと

は事実ですけれども、市としての方針が明確になっていくことが大事なのかなと思

います。 

 

あと３つほどお聞きしたいことがあります。 

15ページ、「確かな学力の向上」ですけれども、現状と課題の文章の下にグラフ

が載っていまして、小６から中１への棒グラフ見てみますと、「分かるか分からな

いが半分くらい」という割合がぐっと増えていますね。これは、いわゆる中１ギャ

ップの中に入る問題だと思うのですが、プレゼンテーションの問題ですが、それに

ついての言及がここの中にないような気がします。 

もちろん小中連携が他の部分で強調されているので構わないのですけども、この

グラフが掲げてある以上は、ここにも何か一言欲しいなという気がしますが、いか

がですか。 

 

今、小濵委員におっしゃっていただいたように、重点施策１で小中一貫教育の推

進を掲げ、合同授業研究会を進めていくということなどを示しています。重点施策

の２のデータは、中１ギャップも読み取れるのですけども、全体的に学力を向上し

ていくために、「よく分かる、大体分かる」というお子さんの割合を増やしていき

たいという意図で載せました。 

 

このグラフが載っているので、これについての言及を何か入れたほうがいいかな

という気がしたんです。 

それから37ページの大きい２番です。先ほどお読みいただいたところで、３行

目ですね。「小学校に特別支援教育コーディネーターを兼務する児童支援専任教諭

を配置するとともに、小中学校をサポートするための非常勤講師の配置やアシスタ

ントティーチャーの派遣を行います」と、これは大変すばらしいアイデアで、ぜひ

推し進めていただきたいのですが、さらにもう一歩進めて、つまりこの課題のペー

ジの形というのは、チーム対応力の強化で、子どもに何か困った事態が生じた場合

とか、子どもの指導を円滑にやっていく、つまり子どもにどう対応していくかとい

う観点から言われてますが、それと同時に先生が学級運営というものをよりスムー

ズに行っていくという、同じことかもしれませんけども、先生側に立った観点も必

要ではないかなという気がしてまして、その観点からすると、この非常勤講師の配

置やアシスタントティーチャーの派遣をもう少し強化してはどうでしょう。これは

アシスタントティーチャーはボランティア学生が来るのでしょうけども、もう少し

何か、義務づけるといいますかね、若いまだ本職になっていない先生候補生、教師

候補生を鍛えるという、そういう観点があっていいのかなと思います。 
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終的には、前にも申し上げてきましたが、インターン制のような制度をきっち

り作っていく、その姿勢が大事かなという気がいたします。それについてはいかが

でしょうか。 

よこはま教師塾を見学させていただきましたが、４年生の模擬授業を拝見します

と「これじゃだめだな」というのがあります。それは現場に行って、よこはま教師

塾の場合にはローテーションを組んでほかの受講生の人が児童生徒の役割を演じ

るわけですよね。だけど、やはりよこはま教師塾には限界もあり、みんな優しくお

互いにいたわり合うみたいな部分、雰囲気も出てきてしまいます。だけど現場はき

っと、もっともっと厳しいだろうという感じがしますので、現場にとにかく教師候

補生をできるだけ長い時間出すという、そういう体制を作ってはどうかなと思いま

す。 

 

32ページ、重点施策７、ここは「総合的な人材確保の展開」ということで、さ

まざまな段階で人材を確保していくということが掲げられておりますけれども、例

えば「（４）教員養成段階からの関係機関と連携」ということで、上から４行目で

すけれども、大学と連携して学生をアシスタントティーチャーとして学校現場で受

け入れたり、大学の養成段階からカリキュラム内容を調整したりするなど、人材育

成を協力して行うなどの取組を今後行っていきたいと考えております。 

 

43ページの上の大きな１ですけれども、「学校運営協議会の設置を推進します」

とありますが、これも前に申し上げたような気もしますが、学校運営協議会が発足

されてから、今年で６年目ぐらいになりますね。そうすると、これまでの学校運営

協議会の成果、あるいは余り成果が上がってないとか、そういう実績面のデータは

そろそろ出ているのではないかと思います。そういう意味で、単にそのことの検証

なしに学校運営協議会の設置をただ推進というように言い切っていいものかどう

か。その点の検討というものも、ここ付け加えてはいかがかなと思います。 

 

学校運営協議会につきましては、各年度の運営方針でも設置拡充ということで取

組を進めております。その振り返りの中でも、地域のご協力をいただいて、学校づ

くりが進んだなどのいい結果が得られていましたので、それを踏まえて設置を推進

するということとしております。 

 

いい成果がこれで出ますよと、表現したらいいと思います。 

 

そうですね。ちょっとスペース的に厳しいんですが、「現状と課題」のほうに、

記載できるか検討してみます。 

 

17年度からスタートいたしまして、もう実は６年になりますので、それこそ５

年一区切りではないですけれども、やはり一度ここで、その成果は何なのか、課題

は何なのか、ただ広めていくだけではなくて、より質の高い運営協議会にしていく

必要があります。これまでも教育委員会の中で設置希望校が出たときに、委員の問

題、それから検証すべしというご意見が出ておりまして、今年、担当のほうで検証

していくことを考えております。 

それをどういう形でまとめるかにつきましては、まだ決めておりませんが、何ら

かの形で委員の皆様にもお話しできるかと思います。 

 

はい。わかりました。どうもよろしくお願いします。はい、以上です。どうもあ
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りがとうございました。 

 

教育振興基本計画ということで、いわばいいことがたくさん書いてありますが、

「現状と課題」というところは、図表もあり、比較的にわかるようになっています。

ただ、この重点取組は、市民からパブリックコメントを募集するとなると、みんな

に読んでもらわないといけない。みんなに読んでもらおうとすると、やはり５年後

にはこれはこうなるというイメージが見えた方がいいと思います。 

全部に、現在と５年後の目標が入るのかどうかわからないけれども、先ほどの「児

童支援の専任教諭は全小学校へ配置します」では、22年度は70人ですが、26年度

の目標、これは全部の事業に書けるわけではないですが、重点取組の中のコアの事

業について、文章の下にやはり何か出てこないと、なかなか読んでもらえないと思

います。 

読んでもらえないのも戦略か、そのようなことはないと思いますが、やはりこれ

はわかりやすく、コアの事業、今はこうだ、５年後こうだと、こういうことを予想

してますというのを、全部が入るかどうかわかりませんが、ケース的に入るものは

入れて整理して、示したほうがいいですね。冷房化の話はどうなるか分かりません

が、お金の伴うもの、みんなそれぞれお金が伴うのでしょうけど、この重点取組で

はページが少ないのかもしれないが、計画という形でいくと、ぜひ工夫をお願いし

たいと思います。 

 

わかりました。できるところとできないところがあろうかと思いますが、なるべ

く読んでもらえるように工夫します。 

 

少しわかりやすく、例えば表にするとか、目標値などを載せるなど工夫してくだ

さい。実質的に取組の姿勢というものをわかりやすく皆さんお見せするなどお願い

したいと思います。 

それでは、次の３回目の説明ということで、48ページからお願いします。 

 

それでは48ページをご覧ください。「成果の把握」についてでございます。この

計画では５つの目標と14の重点施策を掲げております。この計画の推進によりま

してどのような成果が全体として上がったのかを客観的に把握するための一つの

手だてとしまして、指標を設定したいと考えております。 

下に表で一覧になってございますが、その下を覧ください。まず小中学校の指標

ですが、①「学校の授業は分かりやすい」と答えた子どもの割合を70％以上にし

てはどうかと考えています。これは横浜市学力・学習状況調査におきまして、「学

校の授業は分かりやすいですか」に「よく分かる」「だいたい分かる」と答えた子

どもの割合を増やしたいということでございまして、子どもの理解力や教師の授業

力の状況を把握するものと考えています。 

また②横浜市学力・学習状況調査の基本問題の正答率を70％以上にしたいと考

えております。基本問題とは正答率70％を想定している問題です。基礎的・基本

的な知識・技能の習得など、基礎学力の定着の状況を把握します。現状地では正答

率が70％に達しておりませんので、まずは正答率70％以上を目標といたします。

その下の③新体力テストの測定結果、昭和60年、これは体力が一番高い水準に

あったといわれているところですけれども、その昭和60年を100としたときに、

平成26年度までに94.6に上げていきたいというものです。これはその下に記載が

ございますように、既に策定しております「体力アップよこはま2020プラン」で

平成32年度、西暦2020年までに昭和60年の体力水準に回復するということを目
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標として既に掲げてございます。ここに至るまでの間ということで、まずはこうい

った目標を掲げているものでございます。 

また49ページは高校でございます。④としまして、各学校で学校の特色を生か

しました進学や就職など、進路に関する指標を独自に設定し、平成22年12月まで

に公表していきたいと考えております。高等学校の場合は、普通科や専門高校、あ

るいは総合学科など、学校の特色もさまざまであり、生徒の進路希望がさまざまで

ありますので、学校ごとに指標を設定していきたいと考えております。 

特別支援学校ですが、⑤です。「個別の教育支援計画・個別の指導計画に基づい

て、個に応じた指導が充実している」と答えた保護者の方の割合を90％以上にし

ていきたいと考えております。現在も学校で保護者アンケートなどを行っておりま

すが、「そう思う」「ややそう思う」と答えた保護者の割合を指標としまして、一人

ひとりに応じた指導の状況を把握していきたいと考えています。 

下の枠囲みでございますが、なかなか教育活動と成果を把握するための指標とい

うのは難しい課題がございます。数値化しにくい面もございますし、さまざまな要

因が関係しております。ただ、個々の取組の目標を掲げましても全体として成果が

どれくらい上がったのか把握しにくいことも事実でございますので、この計画の成

果を客観的に測る“一つのものさし”として、このようなものを掲げていきたいと

考えております。 

続きまして「第４章 計画の推進にあたって」です。52ページをお開きくださ

い。１でございますが、上から２行目、教育には子育てや福祉など、いろいろな施

策と深く関連する部分がございますので、今後とも関係する市長部局と相互に連

携・協力を図ってまいります。 

また 後の段落ですが、この計画の推進にあたっては、学校・家庭・地域住民の

皆様はもとより、教育関係機関、ボランティアの方々、企業や大学などとの連携・

協力が不可欠です。今後も皆様方の協力・参画を得まして、本市教育の充実を目指

してまいります。 

また大きな２ですが、社会の急速な動きの中で、新たに対応や検討が必要な課題

が発生することも予想されます。また本市の教育に影響を与える国などの動きにつ

いても注視していく必要がございます。教育を取り巻く状況の変化に応じまして、

計画内容についても適時適切な見直しを行うなど、今後５か年の間で柔軟に対応

し、必要な施策を進めていきたいと考えています。 

また「３ 進捗管理」ですが、横浜市では毎年度、運営方針を作成しております

ので、運営方針に目標を定めまして、年度ごとに事業を推進していきたいと考えて

おります。 

53ページからは「資料編」ということで、54ページをお開きください。54ペー

ジ・55ページは「基礎データ」としまして、学校数や職員数、児童生徒数などの

基礎的なデータが掲載されております。また、56ページ以降は「重点施策関連デ

ータ」としまして、前の14の重点施策に載せきれなかった主な関連データを掲載

しておりますので、後ほどご覧いただければと思います。 

また、この素案の 後の裏表紙をご覧ください。この素案につきましては、９月

17日から10月20日まで、約１か月、市民の意見募集を行ってまいりたいと考え

ております。この計画が大部でございますので、現在この計画を簡単にまとめまし

たＡ３裏表、Ａ４にしますと４枚程度の概要を作成中でございます。ご意見は次の

いずれかの方法でお寄せくださいということで、素案の概要版につきましては、切

り取ってはがきになるようなものを想定しております。切手不要で送っていただけ

るようなものですので、重点施策ごとに、あるいは全体にということで意見をいた

だくようなことを考えています。 

25 



 

 

 

 

 

 

 

 

今田委員長 

 

奥山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

池尻教育政策

推進室長 

 

 

今田委員長 

 

 

 

池尻教育政策

推進室長 

 

 

 

今田委員長 

 

 

 

各委員 

 

今田委員長 

 

 

 

髙橋総務課長 

 

 

 

 

また素案のほか、ファクスや電子メールなどでも意見をいただきたいと思ってお

ります。この「横浜市教育振興基本計画」素案全体につきましては、ホームページ

にも掲載をする予定でございます。市民の皆様方の意見募集と並行しまして、教職

員からの意見募集も行ってまいりまして、それらの市民から、あるいは教職員から

の意見を踏まえ参考とさせていただきまして、またこの計画を練り直し、今年度中

に計画を作成していきたいと考えております。 

説明については以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

はい。説明が終了しました。ご質問等ございましたらどうぞ。 

 

今さらで申し訳ないのですが、15ページのところで先ほど小濱委員の指摘があ

った「授業どのくらいわかりますか」というのは、成果の把握の小中学校と関連あ

ると思うんです。これ見ると、小学校は７割、一応「大体分かる」、でも中学校は

半分、50％ですね。これを小中学校あわせて参考値平均となると、小学校は７割大

体わかっているのに、中学校は50％、これを分けないで平均でいいのかどうか、

このデータを見ていて、そのあたりご検討いただいたほうがいいかなと思いまし

た。それを思うと２番・３番は小中学校で差があるのか、ないのかも気になり始め

てしまったのですが、どうでしょうか。２番・３番もどこかにデータがありますか。

 

当然、小中学校別のデータも持っておりますが、申し訳ございませんが、後ろの

関連データ等もございますので、今のご指摘を踏まえまして、少し検討させていた

だきます。 

 

31ページに小学校教諭の年齢構成がありますが、中学校も同じような形である

のでしょうか。ここに入れるかどうかは別にして、ちょっと後学上いただければあ

りがたいと思います。 

 

後ほどお届けいたします。それから今、成果の把握のところで奥山委員にいただ

いた意見をもとに検討してまいりますが、実は説明が漏れてしまいましたが、この

小中学校の成果を把握するための指標については、同じものが「横浜市中期４か年

計画」のほうで掲載をされておりますので、参考までにご説明申し上げます。 

 

よろしいですか。それでは、少し時間が長くなりましたけれども、意見がいろい

ろ出ましたので、それを修正していただいて、修正をしたものを私と教育長にお任

せをいただくということで、承認ということでよろしいでしょうか。 

 

＜了 承＞ 

 

では、承認ということでよろしくお願いします。 

次に平成21年度25号議案「平成21年度横浜市教育委員会点検・評価報告書」

について、ご説明をお願いします。 

 

総務課長の髙橋でございます。それでは第25号議案につきましてご説明を申し

上げます。議案書をご覧いただきたいと思います。第25号議案でございますが、

この議案は毎年度行っております教育委員会の点検・評価報告書の今年度の報告書

です。中身といたしましては、昨年度１年間ということで、平成21年度の取組の

点検・評価をした報告書ができあがりましたので、現在開会中の議会に提出をし、
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公表したいというものでございます。 

この点検・評価につきましては、平成20年からスタートいたしましたので、今

回で３回目の取組ということになります。 

議案書の２ページをおめくりいただきたいと思います。この点検・評価でござい

ますが、根拠といたしましては地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条

ということでございまして、右側の３ページのほうに四角書きでこの法律の27条

の条文を掲げさせていただきました。 

条文を見ていただきますと、教育委員会は毎年この点検・評価を行って議会に提

出、公表しなければいけないという義務づけがされているところでございます。第

２項のところにありますように、点検・評価を行う際には教育に関して学識経験を

有する方の知見を活用することという条件が付されているところでございます。 

３ページの下のほうに概要が書かれてございますが、その中の大きな２の（４）

学識経験者による意見という欄をごらんいただきたいと思います。法律のほうで学

識経験者の知見を活用することということになってございますので、ことしも玉川

大学教職大学院教授小松郁夫先生、横浜国立大学教育人間科学部教授の高橋勝先

生、お二方のご意見をいただいたところでございます。 

それでは、実物を添付しておりますので、こちらのほうをご覧いただきながら説

明をさせていただきます。まず表紙をめくっていただきますと、１ページのほうで

目次がございます。「はじめに」をあわせまして第１章から第３章まで、そして資

料編という構成になってございます。本日は時間の関係もございますので、始めに

第１章、それから第３章を重点的にご説明させていただこうと思います。 

１ページおめくりをいただきたいと思います。２ページ・３ページでございます

が、まず２ページでは先ほど申し上げました点検・評価の制度の趣旨を経緯、それ

から学識経験者の知見の活用という欄でご説明をするページを設けたところでご

ざいます。 

右側の３ページでございますが、点検・評価ということでございますので、どう

いうような事業をその点検・評価の対象としたのかということで、その対象範囲を

明示するということで下側にございます教育委員会の権限事項とされている事項

の関連施策について、主なものを点検・評価の対象としたということを明示させて

いただきました。１ページおめくりをいただきたいと思います。主な内容でござい

ます。４ページからは第１章、平成21年度教育委員会点検・評価の簡易表でござ

います。左ページの１「教育を取り巻く動向」でございますが、こちらでは平成

21年度の情勢について全体を概観するという形でまとめさせていただいたところ

でございます。 

右側の５ページの２「教育委員会の活動」という欄がございますが、まず中段の

（１）教育委員会の定例会・臨時会の開催状況ということでございます。平成21

年度もトータルといたしまして定例会12回、臨時会18回ということで、合計30

回の会議を開催したところでございます。５ページの下の表をご覧いただきます

と、21年度と20年度の比較ということでございまして、開催回数、それから傍聴

者の方、それから審議時間といずれも前年度よりも上回る形での審議をいただいた

という内容でございます。 

１ページおめくりをいただきまして、教育委員会定例会臨時会における審議の状

況ということでございますが、上のほうに審議案件等の件数推移ということで書い

てございます。どのような審議を行ったかということで、それぞれ審議案件事項ご

とに件数が書かれているところでございます。特に請願審査等につきましては、平

成21年度教科書採択関係の事務がございました関係で非常に伸びたという状況が

ございます。 
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（２）の定例会・臨時会以外の活動状況ということでございますが、横浜市教育

委員会の場合は、定例会・臨時会以外にも活発に活動をするということでございま

して、その状況を記載させていただきました。定例会・臨時会のほかに、アから次

のページのカにありますように、合計158回のその他の活動ということで活発にご

活動をいただいたところでございます。21年度は特にエの部分、学校等訪問とい

う部分につきまして、特に教育委員による個別学校訪問等66回ということで非常

に多数の学校訪問を委員の先生方のほうでしていただいたという状況が見てとれ

ようかと思います。 

続きまして８ページでございますが、ただいま申し上げました教育委員会の活動

の中で、実際に中身についてはどういう中身が審議をされたのかというのがこの８

ページの記載でございます。中段の表を見ていただきますと、案件の件数表でござ

いますが、法律に定められている事項の区分に従ってそれぞれ21年度と20年度に

どんな件数処理をしたのかという対比表がございます。「審議案件」という欄を見

ていただきますと、ほぼ85件、前年度が84件ということで同じような権限行使の

審議がされたということでございます。右側の「報告・協議案件」ということでご

ざいますが、これは何かと申しますと８ページの下の四角い箱のほうに書いてござ

いますが、教育委員会の権限事項のうち、法律規則等で定められた内容については

教育長に委任できるという規定がございますけれども、教育長に委任した事項につ

きましても、委任してそれでおしまいよということではなしに、この報告・協議事

項ということできちっと教育長、教育委員会事務局のほうから委任された事項の処

理状況について報告を求めて積極的に指示をしながら処理をしたという状況をあ

らわしている状況等でございます。21年度は79件の報告・協議案件を処理してい

ただきました。 

続きまして右側の９ページでございます。９ページから14ページが重点的に議

論したテーマということでございまして、幅広い活動の中で特に重点をかけて議論

をしていただいた、取組をしていただいた部分についてポイントを記載した内容と

いうことになっているところでございます。こちらにつきましては、この網かけを

しております部分、これが教育ビジョンの５つの目標に相当している部分でござい

まして、ビジョンの目標ごとにどんな重点的な議論があったかという記載をさせて

いただいているところでございます。まずビジョンの目標の１「子どもの力を高め

るための取組」につきましては、（１）番で「横浜型小中一貫教育の推進」という

ことで、通学区域が非常に複雑になっているという難しさのある中で、小中一貫教

育推進ブロック140ブロックを設置し、推進をしたという部分がございます。（２）

の「特別支援教育の推進」につきましては、状況が変化する中でまたニーズが高ま

っていくという中で、特別支援教育の充実に取り組むために平成21年度は特別支

援教育を推進するための基本指針、これを策定して取組が推進されたという状況が

ございます。 

（３）の「中高一貫教育校の検討」につきましては、数多くの協議回数も重ねて

いただきまして、10ページになりますが横浜市立中高一貫教育校の設置に関する

基本方針、これを策定いたしまして平成24年度に南高等学校に附属中学校を設置

するという内容の決定をしていただいたところでございます。 

（４）番の「市立学校で使用する教科書の採択」では、平成21年度につきまし

ては中学校用教科書、高等学校、特別支援学校、及び小中学校の個別支援学級用の

教科書の採択を行ったところでございます。特に中学用教科書につきましては多く

の請願・陳情審査も行う中で採択を行ったという状況がございます。また採択地区

につきましても変更を行い、神奈川県教育委員会の承認を受けたところでございま

す。 
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次の教育ビジョンの目標の２「学校教職員の力を高めるための取組」でございま

すが、（１）の「教職員の人事」といたしまして、教員採用の試験制度の改善、あ

るいは多方面からの管理職の登用、統括校長の全区配置というような内容を講じる

一方で、残念ながら教員の不祥事というものへの対応も行ってまいりました。厳正

に対処を行っていく一方で、不祥事の根絶に向けた議論も行っていただきました。

続けて教職員の資質自体の向上も図っていこうということで、横浜学校経営塾、あ

るいは横浜教師塾などの積極的な対策を組み合わせて対応を進めるというような

議論もしていただいたところでございます。 

続きまして教育ビジョンの目標３「学校を開くための取組」でございますが、先

ほどから議論が出てございます学校運営協議会の設置促進ということで、平成21

年度につきましては前年度まで15校の設置にとどまっていた部分を新たに20校

プラスをするという促進の取組が進んだところでございます。 

続きまして教育ビジョンの目標４「家庭・地域の教育力を高めるための取組」と

いたしましては、子どもたちの学力向上等の中で家庭の教育力がかぎを握っている

という重要性に着目をしながら、望ましい家庭学習のあり方や、家庭での学習習慣

の必要性などについての議論を進めていただいたところでございます。 

１ページおめくりいただきまして12ページでございます。教育ビジョンの目標

５「教育行政の現場主義を進めるための取組」では、方面別学校教育事務所の設置

ということで、より現場に近いところで学校への支援・指導を行えるようにという

ことで準備を重ね、この４月１日から４方面で設置をしたところでございます。 

右側の６ページ「その他の重点的な取組」でございますが、（１）の「小中学校

の規模や配置に関する基本方針の見直しの検討」、これは先ほど議題という形で出

てまいりましたけれども、その前段の議論を平成21年度では行ったということで

ございまして、学識経験者等からなる検討委員会での中間報告もいただきながら、

学校選択制についてのご議論も活発にいただいたところでございます。 

（２）では「新型インフルエンザの対応」ということで、昨年は新型インフルエ

ンザの対応に大変な状況がございました。体制も含めて積極的な取組を図ったとこ

ろでございます。 

また（３）でございますが、平成21年は横浜開港150周年の記念すべき年とい

うことで、開港150周年記念事業に学校の児童生徒たちも参加するということで、

学習の一環として508校、約20万人の子どもたちが参加をし、横浜の歴史や開港

の意義について学んで横浜の魅力を見つめ直す機会とすることができたところで

ございます。 

１ページおめくりいただきたいと思います。５の「点検・評価を踏まえた今後の

方向性」でございます。このページの中段部分をごらんいただきたいと思います。

この報告書に記載されております点検・評価の結果ですとか、有識者からの意見、

それを真摯に受けとめて今後の教育行政の推進に適切に反映をしていくという決

意を記載させていただいたところでございます。 

その有識者からのご意見という部分でございますが、ちょっとページを飛ばさせ

ていただきます。32ページ・33ページをお開きいただきたいと思います。まず右

側のページ、玉川大学の小松先生のご意見をお書きいただきましたが、まず冒頭の

長いパラダイムの中で、横浜市教育委員会の取組は年々審議の回数、さまざまな活

動もふえてきているという中で、質的な充実が図られているだろうということで、

「会議の中でも非常に多岐にわたった議論が行われ、教育委員会としての所掌事務

の必要不可欠な領域もカバーしているものと考えられる。地方教育行政法の趣旨か

らしても、適正に執り行われているものと判断できる」との評価をいただいている

ところでございます。 
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33ページ中段から34ページにかけまして、個々の施策ごとの内容につきまして

もご指摘をいただいているところでございます。中には厳しいご指摘もございま

す。個々の中もご指摘いただいてございますが、35ページのほうにいきまして、

終部分で総括的に３つのご指摘をいただいているところでございます。 

まず第１点でございますが、今までも取組を進めてございますが、これからも市

民や子ども自身の要望や期待、声などに耳を傾けて社会の変化に迅速に対応した施

策の推進が望まれますというご指摘です。 

それから２点目といたしましては、これはちょっと厳しいご指摘でございます

が、残念ながら現時点を見ると客観的なデータや資料、それから情報等の収集・分

析・活用、科学的な行政運営、学校経営という点では、進んだ外国の例などを見る

と、やや見劣りをする部分があるかもしれないということで、こういう部分、しっ

かりと取組を進める必要があるのではないかというようなご指摘もいただいてい

ます。 

それから第３点目といたしまして、教育予算の部分でございますが、重点的に必

要な分野への配分を投資的に実現していくべきであろうというようなご指摘もい

ただいたところでございます。 

続きまして36ページ、横浜国立大学の高橋勝先生のご意見でございますが、ま

ず冒頭の１番の部分で評価でございますが、現場主義に徹する教育行政ということ

を教育委員会としては取組として掲げているという内容で、その掲げた内容が単な

るスローガンに終わることなく、しっかり内実を伴ったものになっていると見受け

られるということで、ご評価をいただいております。 

それから37ページの大きな３の部分では、教育ビジョン、先ほど見ていただき

ました５つの目標ごとにまたご意見をいただいてございます。目標１「子どもの力

を高めます」という部分につきましては、先ほどございました横浜型小中一貫教育

推進ブロックに対して、今後の効果が期待できるであろうという評価をいただいて

ございます。 

目標２「学校教職員の力を高めます」という部分につきましては、何といっても

特に小学校の教員の確保がこれからも引き続き重要な課題となるだろうというこ

とで、ご提案といたしまして試験会場を地方でも何カ所か行ってみるなど、抜本的

な対策を検討してみてはどうかというご意見がいただけております。 

続きまして目標３「学校を開きます」では、昨年も同様のご指摘をいただきまし

た。学校が地域の文化的拠点としてのあり方、何ができていくのか、地域社会への

活性化に向けて学校が何かしていくことができるんじゃないか。そういう部分の検

討をしていく必要があるんではないかというご指摘がございます。 

目標４「家庭そして地域の教育力を高めます」ということでは、現在地域コーデ

ィネーターの育成ということを打ち出しておりますので、地域コーディネーターを

育成するだけではなくて、関連事業との連携や、コーディネーター同士のネットワ

ークづくりというような部分も必要であろうというご指摘がございます。 

目標５「教育行政は現場主義に徹します」ということで、４方面の事務所設置を

しておりますが、この事務所に対する支援体制、また各事務所の業務の点検と実質

化というようなことも必要であろうというご指摘をいただいているところでござ

います。 

終的に締めくくりの部分でも、全体として教育委員会の機能が十分働いてお

り、施策の重点項目の達成度もおおむね目標を上回っていると判断できるというご

評価をいただいたところでございます。 

それでは恐縮でございますが15ページにお戻りをいただきたいと思います。15

ページにつきましては、こちらは例年どおりの部分でございます。15ページから
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31ページにわたりまして、第２章「施策の点検・評価」という部分がございます。

この部分につきましては事務的に個々の施策の点検・評価をかけて、整理をさせて

いただいた部分でございます。 

16ページに個々の施策ごとの目次をつけておりまして、どの施策についての点

検・評価がどこにあるかというのを示してございます。右側の17ページを見てい

ただきますと、例年の様式を使っておりますが、ことしは目標のすぐ下にございま

す目標についての方針と評価の部分、ここがネックになってございますので、ここ

を強調できるようにちょっとスペースを大きくとって、目立つようにいたしまし

た。 

それからその下の個々の施策ごとの箱でございますが、この箱の真ん中部分にゴ

シックで強調している部分がございます。ここがこの施策について教育委員の先生

方のほうからどういう指示をいただき、どういう指摘があったかというのを記載し

ている部分、こちらにつきましては目立つようにゴシックをかけたということで、

その後31ページにつきまして個々の施策について点検・評価を整理させていただ

いたところでございます。 

後でございますが、39ページをご覧いただきたいと思います。39ページ以降

は資料編ということでございまして、めくって見ていただきますと、それぞれ教育

委員会で審議をした議案の一覧表ですとか協議内容の一覧表、それから48ページ

にまいりますと、活動実績ということで、カレンダー的にどのような活動がどうい

うふうに行われたかというのを整理させていただいた部分でございます。 

全体としては、例年の様式を使いながら作成をさせていただいたということでご

ざいます。長くなりましたが、ご説明は以上でございます。 

市会への報告でございますが、冒頭でも申し上げましたように、全代の市会に報

告ということですので、きょうご承認をいただいて、明日の議会本会議で提出をさ

せていただくという予定でございます。以上でございます。 

 

所管課から説明が終了しました。ご質問等ございましたらどうぞ。 

高橋先生については、過日いろいろご意見を伺いましたけれども、小松先生は外

国へ出張中ということで、今日、こういう形でご意見をいただいています。いずれ

にしても１年前の実績を整理したということですから、そういうことでご理解をい

ただきたいと思います。先生方のご意見を踏まえて、また我々のほうはいろいろな

取組をしていきましょう。 

よろしゅうございますか。 

 

＜了 承＞ 

 

それでは、原案のとおり承認させていただきます。 

以上で本日の案件が終了しました。委員の皆さんから何かございますか。 

それではご発言がなければ、これで本日の教育委員会定例会を閉会といたしま

す。ご苦労さまでした。 

 

 

 

[閉会時刻：午後０時24分］
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